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○湯河原町風致地区条例施行規則 

平成27年３月26日 

規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、湯河原町風致地区条例（平成26年湯河原町条例第29号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（許可の申請） 

第２条 条例第２条第１項の規定により許可を受けようとする者は、風致地区内

行為（行為変更）許可申請書（様式第１号）に次に掲げる図書を添えて町長に

提出しなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合も、

同様とする。 

(1) 計画書（様式第２号から様式第９号までのうち該当するもの） 

(2) 別表に掲げる行為の区分による図面 

(3) その他町長が必要と認める図書 

（行為の届出） 

第３条 条例第２条第６項の規定により届出をしようとする者は、風致地区内行

為届出書（様式第10号）に次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければなら

ない。 

(1) 計画書（様式第２号から様式第９号までのうち該当するもの） 

(2) 別表に掲げる行為の区分による図面 

(3) その他町長が必要と認める図書 

（着手、完了又は中止の届出） 

第４条 条例第２条第１項の規定により許可を受けた者、条例第９条第１項の規

定により許可に基づく地位を承継した者又は同条第２項の規定により許可に

基づく地位の承継の承認を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したときは、

速やかに風致地区内行為着手（完了）届（様式第11号）を町長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 条例第２条第１項の規定により許可を受けた者、同条第４項の規定により許

可を受けたものとみなされた者、条例第９条第１項の規定により許可に基づく

地位を承継した者又は同条第２項の規定により許可に基づく地位の承継の承

認を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、完了した日から起算

して14日以内に、風致地区内行為着手（完了）届に次に掲げる図書を添えて町

長に提出しなければならない。 

(1) 完成写真 

(2) その他町長が必要と認める図書 

３ 条例第２条第１項の規定により許可を受けた者、同条第４項の規定により許

可を受けたものとみなされた者、条例第９条第１項の規定により許可に基づく

地位を承継した者又は同条第２項の規定により許可に基づく地位の承継の承

認を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは、速やかに風致地区内

行為中止届（様式第12号）に、次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければ

ならない。 

(1) 現況写真 
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(2) その他町長が必要と認める図書 

（許可を要しない公社、公団等） 

第５条 条例第２条第３項に規定する規則で定める公社、公団等は、次に掲げる

者とする。 

(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構 

(2) 独立行政法人都市再生機構 

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

(4) 独立行政法人水資源機構 

(5) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

(6) 独立行政法人労働者健康安全機構 

(7) 独立行政法人環境再生保全機構 

(8) 神奈川県住宅供給公社 

(9) 神奈川県道路公社 

(10) 湯河原町土地開発公社 

（地位の承継） 

第６条 条例第９条第１項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、当該

許可に係る行為に着手しようとするときは、遅滞なく風致地区内行為許可承継

届（様式第13号）を町長に提出しなければならない。 

２ 条例第９条第２項の規定により許可に基づく地位の承継の承認を受けよう

とする者は、風致地区内行為許可承継承認申請書（様式第14号）を町長に提出

しなければならない。 

（許可標の掲示） 

第７条 条例第２条第１項の規定により許可を受けた者、同条第４項の規定によ

り許可を受けたものとみなされた者、条例第９条第１項の規定により許可に基

づく地位を承継した者で当該許可に係る行為に着手しようとするもの又は同

条第２項の規定により許可に基づく地位の承継の承認を受けた者は、当該許可

に係る行為の期間中行為地の見やすい場所に風致地区内行為許可標（様式第15

号）を掲示しておかなければならない。 

（公告の方法等） 

第８条 条例第11条第２項の規定による公告は、湯河原町条例等の公布に関する

条例（昭和30年湯河原町条例第２号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示す

ることにより行うものとする。 

２ 町長は、条例第11条第２項の公告をしたときは、当該公告の日から10日間、

当該公告の内容を当該公告の内容に係る措置を行おうとする土地その他適当

な場所に掲示するものとする。 

（住所等の異動の届出） 

第９条 条例第２条第１項の規定により許可を受けた者、同条第４項の規定によ

り許可を受けたものとみなされた者、条例第９条第１項の規定により許可に基

づく地位を承継した者で当該許可に係る行為に着手したもの又は同条第２項

の規定により許可に基づく地位の承継の承認を受けた者は、当該許可に係る行

為の完了前に住所又は氏名（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在

地又は代表者の氏名）に異動を生じたときは、速やかに住所（氏名）異動届（様
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式第16号）を町長に提出しなければならない。 

（身分証明書の様式） 

第10条 条例第12条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式第

17号）とする。 

（書類の提出部数） 

第11条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類の部数は、２部とす

る。 

（委任） 

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第18号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日規則第22号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式（次項

において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則による

改正後の様式によるものとみなす。ただし、第３条及び第27条の改正規定は除

く。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これ

を取り繕って使用することができる。ただし、第３条及び第27条の改正規定は

除く。 

附 則（令和５年５月18日規則第19号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年５月26日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式によ

り使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

別表（第２条、第３条関係） 

行為の区分 図面の種類 図面に明示しなければならない事項 

全ての行為に

対して 

付近見取図 方位、施工箇所、道路及び目標となる土地、建築等（駅、

停車場、公共建物、河川、湖沼等） 

その他 現況写真（全体が分かる写真で行為地を赤枠で囲む。）、

公図の写し、委任状（代理人申請のみ） 

建築物その他

の工作物の新

築、増築、改

築又は移転 

配置図 縮尺（600分の１以上）、方位、敷地の境界線、敷地内

の既存の建築物その他の主要工作物、木竹等との関係、

敷地内の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並び

に植樹木の位置、樹種及び大きさ、各境界線から建物

の外壁（外面）までの距離、敷地・建築面積求積 
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平面図 縮尺（200分の１以上）（許可行為の変更の場合は、対

照平面図とする。） 

立面図 縮尺（200分の１以上）、主要部材の材料の種類、仕上

方法及び色彩、屋根及び外壁の着色（４面を原則とす

る。）、各境界線から建物の外壁（外面）までの距離 

構造図 縮尺（50分の１以上）（矩計図等） 

植栽計画図 縮尺（600分の１以上）、方位、敷地の境界線並びに既

存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ、緑地及び

樹木の着色、当該敷地に対しての緑地率 

土地の形質の

変更、水面の

埋立て若しく

は干拓又は土

石の類の採取 

地形図 縮尺（600分の１以上）、方位、行為地の境界線、等高

線及び植生の概要 

計画平面図 縮尺（600分の１以上）、方位及び行為地の境界線（許

可行為の変更の場合は、対照平面図とする。） 

緑地計画図 縮尺（600分の１以上）、方位、敷地の境界線、既存樹

木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ（緑地として位

置付けられている箇所の面積が分かるようにする。） 

縦横断面図 縮尺（600分の１以上）（現況及び行為後を対比できる

ようにする。） 

木竹の伐採 現況平面図 縮尺（600分の１以上）、方位、行為地の境界線及び等

高線 

計画平面図 縮尺（600分の１以上）、方位、行為地の境界線及び伐

採木又は伐採林の位置又は区域 

残存樹木等がある場合は、木の位置、樹種及び大きさ、

緑地及び樹木の着色、当該敷地に対しての緑地率 

色彩の変更 立面図 縮尺（200分の１以上）、仕上方法及び色彩、屋根及び

外壁の着色（４面を原則とする。） 

屋外における

物件の堆積 

現況平面図 縮尺（600分の１以上）、方位、行為地の境界線及び等

高線 

計画平面図 縮尺（600分の１以上）、方位及び行為地の境界線（許

可行為の変更の場合は、対照平面図とする。） 

縦横断面図 縮尺（600分の１以上）（現況及び行為後を対比できる

ようにする。） 
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